公的証明書一覧

[bookmark: _GoBack]・運転免許証（有効期限内）

・マイナンバーカード（有効期限内）
※裏面の個人番号は、法令で定められた手続き以外にコピーすることは出来ませんので、
添付は不要です。また、通知カードはご使用できません

・住民基本台帳カード（有効期限内）

・在留カード（有効期限内）

・特別永住者証明書（有効期限内）

・国民健康保険証（有効期限内）
※会社で発行されているものはご使用できません。

・住民票（発行日から３ヶ月以内）

・戸籍謄本・抄本・附票・附票の除票（発行日から３ヶ月以内）
　※附票とは、その戸籍に入籍してから現在に至るまでの住所の一覧が記載されています。ただし、本籍を変更している場合、現在の附票には現在の本籍にした日以降の住所しか記載されておりません。附票の除票を取得することで、本籍変更前の住所一覧を取得することができます。

・受理証明証（発行日からの期限無し）
　※氏名変更の申請時のみ、ご使用できます。


※パスポートはご使用できません。
※不要箇所（個人番号、臓器提供意思表示等）につきましては、黒塗りしていただいて構いません。

上記以外の公的証明書を添付する場合は、一度お問い合わせください。

